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ことが可能となる。尾道市の財政状況が
厳しい中、合併特例債発行期間内で共同
調理場の建設を検討してはどうか。
●A　市内には単独調理場が14箇所ある
が、小学校の再編により今後13箇所にし
たい。食中毒防止等の危機管理上の観点
や、地元と一体となった学校単位での食
育や地産地消の推進を行うため、単独調
理場での給食の提供を行いたい。中学校
の給食は消極的に考えているが、働く保
護者のためにどういった方法が良いか
等検討していきたい。
◇港湾事業特別会計
●Q　県営新浜上屋の使用料が前年度に
比べ、1,800万円増となっている要因につ
いて聞きたい。
●A　昨年度空いていた 9 区画が23年度
中に全部埋まったため、使用料収入が増
えたものである。

県営新浜上屋

◇国民健康保険事業特別会計
●Q　歳入で、国民健康保険料が対前年度
比で 3億9,427万円余を増額し、一人当た
り年額 1 万円の保険料の増額が計上さ
れているが、保険料の増額は滞納者の増
加につながらないか。
●A　個々の所得・収入が低下しており、
懸念はしている。
◇千光寺山索道事業特別会計
●Q　事業収益が構成比で96％、一般会計
繰入金が平成24年度は300万円余と減少
し、民間委託をした成果が出ているが、何
年後に事業収益だけで運営できるのか。
●A　平成23年度から業務委託をしてい
るが、収益の改善は一時的な観光客の増
加によるもので、機械設備の維持管理に
かなりの費用がかかるため、見通しはつ
きにくい。
◇公共下水道事業特別会計
●Q　平成24年度の分担金及び負担金が
減っている要因は何か。
●A　受益者負担金は、平成24年度は、23
年度に工事した部分について賦課する
が、22年度に比べ、整備部分が少なかっ
たため減額となっている。
◇介護保険事業特別会計
●Q　介護従事者処遇改善臨時特例基金
返還金について、今回返還金が生じた理
由について聞きたい。
●A　平成21年度に交付を受け、基金で積

み立て、これを 3カ年計画で取り崩して
きたが、この 3カ年で使わなかった事務
費や需用費分の返還金である。
◇漁業集落排水事業特別会計
●Q　処理施設管理委託料470万円の内容
について聞きたい。
●A　排水処理機器の維持管理業務並び
に処理場の除草や剪定、清掃、水質、電気
保安業務等を民間へ委託するための費
用である。
◇後期高齢者医療事業特別会計
●Q　平成22年度の保険料の滞納者数と
具体的な差押財産について聞きたい。
●A　滞納者は23人で、預貯金、生命保険、
年金を差し押さえている。
◇水道事業会計
●Q　災害対策用小型造水機の性能につ
いて聞きたい。
●A　時間当たり500リットル、1日12立方
メートルの能力があり、川、池、使用して
いない井戸を利用して4,000人分の飲料水
が確保できる。また、能力については劣る
ものの海水についても適応できる。
◇病院事業会計
●Q　議案第77号の提案理由に、地方公営
企業法の全部適用に伴いとあるが、その
目的は何か。
●A　医師が減ってきている中で、公立み
つぎ総合病院と尾道市立市民病院が協
力しながら、安定的に医療を提供できる
体制づくりを行うため、尾道市立市民病
院を地方公営企業法全部適用とし、一人
の管理者のもとで運営するためである。

公立みつぎ総合病院

尾道市立市民病院

■議会の人事
　予算特別委員会
　委員長　　福原謙二
　副委員長　宇根本茂

予算特別委員長　　　　予算特別副委員長

■意見書
◇父子家庭支援策の拡充を求める意見
書（可決）

◇基礎自治体への円滑な権限委譲に向け
た支援策の充実を求める意見書（可決）

■議会を傍聴してみませんか
　本会議や委員会では、条例の制定や改
廃、予算など、市民の皆さんの日常生活
に関連するさまざまな問題が審議され
ています。どなたでも傍聴できますの
で、気軽にお越しください。
　傍聴席は本会議51席（車いす利用者 3
人分含む）、委員会10席程度です。
○議会を傍聴するには
　傍聴を希望する人は、当日、市役所 5
階の議会事務局へお越しください。
　受付で住所、名前、年齢を記入してい
ただきます。

■議会を見学してみませんか
　尾道市議会では、小中学校等の議会見
学をお待ちしています。身近な市議会へ
見学に来ませんか。

■本会議の録画中継をご覧ください
　ご家庭のパソコンで本会議の録画中
継を見ることができます。視聴方法は、
尾道市議会ホームページの「本会議録画
中継」からご覧になりたい会議名を選ん
でください。
■HP http://www.city.onomichi.hiroshima.jp
　/www/assembly/index.jsp
■問議会事務局（☎0848-25- 7371）

「こころとからだのすこやかさアンケート」に
ご協力ください

介護従事者の養成・就労支援制度を始めます

地域集会施設リフォーム事業補助金を交付

寝具乾燥消毒サービス事業
利用できる対象が広がりました

高齢者の総合相談窓口です
尾道市老人介護支援センターひらはらの郷

高齢者福祉 　市では、要介護認定を受けていない人へのアンケー
ト調査を行います。（地域支援事業　二次予防事業の対
象者把握事業）　皆さんができるだけ介護を必要とせ
ず、すこやかな生活が送れるよう取り組み（通所型介護
予防事業）を行いますのでご協力をお願いします。
対象　次の生年月日の人で 4月時点までに「要介護認

定」の申請を一度もしたことがない人
　昭和 7年 4月 2日～昭和 8年 4月 1日生まれ　
　昭和12年 4月 2日～昭和13年 4月 1日生まれ　
　昭和17年 4月 2日～昭和18年 4月 1日生まれ　
● 5月31日㈭までにアンケートに記入のうえ、同封の
返信用封筒に入れて郵送してください。
■問高齢者福祉課高齢者福祉係（☎0848-25-7450）

　介護保険施設の充実に伴い、今後介護従事者の不足が
生じないよう、平成24年度から３年間、ホームヘルパーお
よび介護福祉士の養成と就労に対する支援を行います。
　養成課程を修了・卒業し、本年 4 月 1 日以降市内の
介護保険事業所（居宅介護支援事業所を除く）に就労
した人（ 1 週間の所定労働時間が20時間以上）に対し
て、次のとおり助成金を交付します。
■ホームヘルパー
対象と助成額　ホームヘルパー 2 級以上の資格を有
し、市内の介護保険事業所に就労して 6カ月以上経
過した人［助成額：一人 2万円］
申請方法　申請書に「①ホームヘルパー 2級以上の受
講修了証書の写し②就労証明書（所定の様式）」を添
付して申請
■介護福祉士
対象と助成額　尾道福祉専門学校を卒業し、市内の介
護保険事業所に就労した場合［助成額：一人10万円］
　他校を卒業し、市内の介護保険事業所に就労した場
合［助成額：一人 5万円］
申請方法　申請書に「①介護福祉士登録証の写し②介
護福祉士資格取得のため通学した学校の卒業証書
か国家試験合格証書の写し③就労証明書（所定の様
式）」を添付して申請
※助成は 1回のみ。両方の資格をお持ちの人でも助成
は一つとします。詳しくはお問い合わせください。
■問高齢者福祉課高齢者福祉係（☎0848-25-7137）

　平成24年度から28年度までの 5年間、地域のコミュ
ニティ活動の充実を図るため、市内の町内会等が設
置・管理する集会施設のリフォーム事業に要する経費
に対し、補助金を交付します。申請する場合は、工事着
工前に必ず高齢者福祉課へご相談ください。
受付期間　 6月 1日㈮から予算額に達するまで
補助対象（工事内容）
　建物（増築、改築、修繕）、設備（設置、修繕）
補助金額　補助対象に係る経費の 2分の 1以内の額と
し、200万円を限度とする（千円未満の端数は切捨）
注意事項　①補助対象に係る経費が10万円以上である
こと②当該年度の 3 月末日までに工事が完了するこ
と③市内業者（市内に本店を有する法人か市内に住
所を有する個人業者）が施工する工事であること④
補助金の交付は 1施設につき 1回を限度とします。
■問高齢者福祉課高齢者福祉係（☎0848-25-7137）

　現在、虚弱・病気により寝具の衛生管理が難しい65
歳以上の高齢者を対象に、寝具乾燥消毒サービスを実
施していますが、今年度から利用できる対象を拡大し
ました。
　寝具乾燥消毒の装置を積載した専用車両で、利用対
象者の自宅を訪問し、寝具（掛布団・敷布団・毛布・マッ
トレス等を 4枚まで）を消毒・消臭・乾燥します。
利用回数　月 1回まで
対象と利用料（今回②の項目を加えました。）
　65歳以上の高齢者がいる世帯で「①一人暮らしか高
齢者のみの世帯・これに準ずる世帯：400円②65歳未
満の家族が同居する世帯：1,100円」
申請方法　申請書を高齢者福祉課・各支所（御調町は
御調保健福祉センター）へ提出
※申請には、地域包括支援センター等の介護支援専門
員の証明が必要です。
■問高齢者福祉課高齢者福祉係（☎0848-25-7137）

　市では、高齢者の見守りやお手伝いをするための公
的機関として、地域包括支援センターと老人介護支援
センターを設置しています。4 月から「尾道市老人介護
支援センターひらはらの郷」を新たに設置しました。
　利用は無料ですので、気軽にご相談ください。
■尾道市老人介護支援センターひらはらの郷
　平原一丁目10-30（特別養護老人ホームひらはらの郷内）
　☎0848-21-2224　■FAX 0848-24-3235
担当地域　平原一～四丁目、吉浦町、新浜一・二丁目、
日比崎町、古浜町、手崎町、正徳町、吉和西元町、東元
町、福地町、沖側町、神田町、吉和町
活動内容　高齢者の介護・医療・福祉・保健・生活等に
関する総合相談窓口（一人暮らし等の高齢者の訪
問、支援、介護保険やその他サービスの利用手続き
代行など）
■問高齢者福祉課高齢者福祉係（☎0848-25-7137）

●お知らせ
　今まで広報おのみちに掲載していた議会だよりについては、6 月定例会（ 8
月10日発行）から「おのみち市議会だより」として別に発行します。配布につい
ては、広報おのみちに折り込みます。
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◎注意とお願い

◎お知らせ

因島・瀬戸田地区の出張交付は、高齢者分のみの交付です。障害をお持ちの人は、各支所で交付します。
残っている券は、各出張交付会場でお返しください。
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術料助成券の取扱いについて、免許を有することにより指定
をすることができます。新規に助成券取扱いをしていただく場合は、高齢者福祉課へお問い合わせく
ださい。

バス優待乗車証等を
お渡しします
バス優待乗車証等を
お渡しします

市では、平成24年 3月31日現在、
高齢者（73歳以上）・障害のある人に、
下表のいずれかを希望によりお渡しします。

対　　象

交付するもの
（いずれか一つ）

交付日時
【新規の人】

交付場所

【更新の人】

高齢者 障害のある人

○73歳以上の人（平成24年3月31日現在）
　［昭和14年４月１日以前に生まれた人］

※出張交付も行います。日程は11頁をご覧ください。
※平成25年3月29日㈮までに受け取ってください。

○身体障害者手帳の第1種か1級をお持ちの人
○療育手帳をお持ちの人
○精神障害者保健福祉手帳または自立支援医
療受給者証（精神通院）をお持ちの人

○おのみちバス優待乗車証（乗車１回につき
30円負担してください。有効期間は２年間）
○バス・船舶共通利用券
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○タクシー利用助成券（御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券

○おのみちバス優待乗車証（有効期間は1年間）
○バス共通券
○船共通券
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○福祉タクシーチケット（因島各町・御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券

高齢者福祉課（市役所１階）、百島・浦崎・向東・
向島支所、御調保健福祉センター
【因島・瀬戸田地域の人】
　因島・瀬戸田地域は、6月1日㈮から出張交
付します。（※詳しくは11頁をご覧ください。）

山波町､尾崎本町､尾崎町､久保一・二・三丁目、東・西久保町、防地町、久保町、十四日元町、長
江一・二・三丁目、十四日町、土堂一・二丁目、東・西土堂町、東・西御所町、新浜一・二丁目、古浜町、
正徳町、福地町、吉和西元町、沖側町、向島町（江奥、有道、干汐、岩子島、立花地区）

◎有効期限が平成24年5月31日までの「黄色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人の更新手続きは
　5月15日㈫から、高齢者福祉課・各支所で手続きを行います。期間中は混雑が予想されるため、下記日程でご協力
をお願いします。乗車証と印鑑（スタンプ印は無効）が必要です。（※５月中は新規の人の受付はできません。）

◎有効期限が平成24年5月31日までの「うぐいす色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人の更新手続きは
　5月15日㈫から、社会福祉課等で手続きを行います。乗車証・手帳と印鑑（スタンプ印は無効）が必要です。

○健康保険証等本人であることを証明できる
もの
○印鑑（スタンプ印無効）

○現在お持ちの優待乗車証
○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳と自立支援医療受給者証（精神通院）
○印鑑（スタンプ印無効）

社会福祉課（市役所1階）、因島総合支所因島
福祉課、百島・浦崎・向東・向島・瀬戸田支所、
御調保健福祉センター
※因島・瀬戸田地域の人の出張交付はありません。

有効期限が平成24年5月31日までの「黄色
のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人は、
5月15日㈫から更新手続きを行います。

有効期限が平成24年5月31日までの「うぐいす
色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人は、
5月15日㈫から更新手続きを行います。

6月1日㈮ から交付　9：00～16：30 

持ってくるもの
（代理の人が来る
ときは必要なも
のを預かって来
てください。）

5月15日㈫
～21日㈪

社会福祉課、各支所（百島、浦崎、向東、向島、御調保健福祉センター）5月15日㈫～31日㈭９：00～16：30

東元町､神田町､手崎町､吉浦町､日比崎町､吉和町､三軒家町､天満町､栗原東一・二丁目､栗原西
一・二丁目、東・西則末町、潮見町、桜町、門田町、栗原町、久山田町、新高山一・二・三丁目、東尾道、
平原、美ノ郷町、木ノ庄町、原田町、西藤町、高須町、向島町（津部田、兼吉、歌島、富浜地区）

5月22日㈫
～31日㈭

出張交付日程表出張交付日程表 ［※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］［［※※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］［※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］
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6月1日㈮ 6月４日㈪ 6月５日㈫ 6月６日㈬ 6月７日㈭

因島土生町地区
9 ：30～11：30
土生公民館

美ノ郷町三成地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン三成

木ノ庄西地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン木ノ庄西

原田町小原地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン小原

西藤町地区
9 ：30～11：30
福田ふれあい館

高須町地区
13：30～16：00
ＪＡ尾道市高須支店

御調町市地区
9 ：00～16：30

御調保健福祉センター

原田町梶山田地区
13：30～16：00
ＪＡ尾道市原田支店

御調町綾目地区
9 ：30～11：30
綾目公民館

御調町大和地区
13：30～15：30
大和公民館

因島中庄町地区
9 ：30～11：30
中庄公民館

因島外浦町地区
13：30～14：30
いきいきサロン外浦

因島小田浦地区
13：30～14：30
小田浦集会所

美ノ郷町木頃地区
13：30～16：00
藤井川公民館

木ノ庄東地区
13：30～16：00
木ノ庄東分館

御調町今津野地区
9 ：30～11：30
今津野公民館

御調町河内地区
13：30～15：30
河内公民館

因島三庄町地区
9 ：30～11：30
三庄公民館

因島大浜町地区
13：30～14：30
大浜公民館

因島椋浦町地区
13：30～14：00
いきいきサロン椋浦

因島鏡浦町地区
14：30～15：30
いきいきサロン鏡浦

瀬戸田町垂水地区
9 ：00～10：00
垂水垂幸園

瀬戸田町田高根地区
13：30～14：00
田高根なぎさ園

瀬戸田町荻地区
14：30～15：30
荻南風園

瀬戸田町港･福田地区
10：30～11：00
福田たちばな荘

御調町菅野地区
9 ：30～11：30
菅野公民館

御調町上川辺地区
13：30～15：30
上川辺公民館

因島田熊町地区
9 ：30～11：30
田熊公民館

因島西浦地区
13：30～14：30

因島ふれあいセンター

瀬戸田町名荷地区
9 ：00～10：00
名荷公民館

瀬戸田町林地区
10:30～11:30
林公民館

瀬戸田町宮原地区
13：30～14：30
開発総合センター

瀬戸田町御寺地区
13：30～15：00
御寺母子センター

因島原･洲江町地区
13：30～15：30

いきいきサロン東生口

因島重井町地区
13：30～15：30
重井公民館

瀬戸田町瀬戸田・沢地区
9 ：30～11：30
瀬戸田市民会館

瀬戸田町高根地区
13：30～14：30

いきいきサロン高根潮香園

瀬戸田町中野・鹿田原地区
14：45～16：00
中野集会所

【因島・瀬戸田地域の皆さんへ】
　基本的には各町の出張交付先で
受け取ってください。受け取れな
かった人は、瀬戸田地区は 6 月 6
日㈬以降に「瀬戸田支所住民福祉
課」で、因島地区は 6 月 7 日㈭以
降に「因島福祉課」で受け取ってく
ださい。

■問 高齢者福祉課高齢者福祉係
社会福祉課障害福祉係
因島総合支所因島福祉課
御調保健福祉センター

（☎0848-25-7137）
（☎0848-25-7124）
（☎0845-26-6221）
（☎0848-76-2235）

瀬戸田支所住民福祉課　（☎0845-27-2209）
向島支所しまおこし課　（☎0848-44-0111）

高齢者
障害者
各支所
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◎注意とお願い

◎お知らせ

因島・瀬戸田地区の出張交付は、高齢者分のみの交付です。障害をお持ちの人は、各支所で交付します。
残っている券は、各出張交付会場でお返しください。
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術料助成券の取扱いについて、免許を有することにより指定
をすることができます。新規に助成券取扱いをしていただく場合は、高齢者福祉課へお問い合わせく
ださい。

バス優待乗車証等を
お渡しします
バス優待乗車証等を
お渡しします

市では、平成24年 3月31日現在、
高齢者（73歳以上）・障害のある人に、
下表のいずれかを希望によりお渡しします。

対　　象

交付するもの
（いずれか一つ）

交付日時
【新規の人】

交付場所

【更新の人】

高齢者 障害のある人

○73歳以上の人（平成24年3月31日現在）
　［昭和14年４月１日以前に生まれた人］

※出張交付も行います。日程は11頁をご覧ください。
※平成25年3月29日㈮までに受け取ってください。

○身体障害者手帳の第1種か1級をお持ちの人
○療育手帳をお持ちの人
○精神障害者保健福祉手帳または自立支援医
療受給者証（精神通院）をお持ちの人

○おのみちバス優待乗車証（乗車１回につき
30円負担してください。有効期間は２年間）
○バス・船舶共通利用券
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○タクシー利用助成券（御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券

○おのみちバス優待乗車証（有効期間は1年間）
○バス共通券
○船共通券
○公営渡船乗船券（因島重井町細島地区の人）
○福祉タクシーチケット（因島各町・御調町の人）
○入浴料助成券
○あんま・はりきゅう等施術料助成券

高齢者福祉課（市役所１階）、百島・浦崎・向東・
向島支所、御調保健福祉センター
【因島・瀬戸田地域の人】
　因島・瀬戸田地域は、6月1日㈮から出張交
付します。（※詳しくは11頁をご覧ください。）

山波町､尾崎本町､尾崎町､久保一・二・三丁目、東・西久保町、防地町、久保町、十四日元町、長
江一・二・三丁目、十四日町、土堂一・二丁目、東・西土堂町、東・西御所町、新浜一・二丁目、古浜町、
正徳町、福地町、吉和西元町、沖側町、向島町（江奥、有道、干汐、岩子島、立花地区）

◎有効期限が平成24年5月31日までの「黄色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人の更新手続きは
　5月15日㈫から、高齢者福祉課・各支所で手続きを行います。期間中は混雑が予想されるため、下記日程でご協力
をお願いします。乗車証と印鑑（スタンプ印は無効）が必要です。（※５月中は新規の人の受付はできません。）

◎有効期限が平成24年5月31日までの「うぐいす色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人の更新手続きは
　5月15日㈫から、社会福祉課等で手続きを行います。乗車証・手帳と印鑑（スタンプ印は無効）が必要です。

○健康保険証等本人であることを証明できる
もの
○印鑑（スタンプ印無効）

○現在お持ちの優待乗車証
○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健
福祉手帳と自立支援医療受給者証（精神通院）
○印鑑（スタンプ印無効）

社会福祉課（市役所1階）、因島総合支所因島
福祉課、百島・浦崎・向東・向島・瀬戸田支所、
御調保健福祉センター
※因島・瀬戸田地域の人の出張交付はありません。

有効期限が平成24年5月31日までの「黄色
のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人は、
5月15日㈫から更新手続きを行います。

有効期限が平成24年5月31日までの「うぐいす
色のおのみちバス優待乗車証」をお持ちの人は、
5月15日㈫から更新手続きを行います。

6月1日㈮ から交付　9：00～16：30 

持ってくるもの
（代理の人が来る
ときは必要なも
のを預かって来
てください。）

5月15日㈫
～21日㈪

社会福祉課、各支所（百島、浦崎、向東、向島、御調保健福祉センター）5月15日㈫～31日㈭９：00～16：30

東元町､神田町､手崎町､吉浦町､日比崎町､吉和町､三軒家町､天満町､栗原東一・二丁目､栗原西
一・二丁目、東・西則末町、潮見町、桜町、門田町、栗原町、久山田町、新高山一・二・三丁目、東尾道、
平原、美ノ郷町、木ノ庄町、原田町、西藤町、高須町、向島町（津部田、兼吉、歌島、富浜地区）

5月22日㈫
～31日㈭

出張交付日程表出張交付日程表 ［※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］［［※※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］［※下表は、上から　交付地区／交付時間／交付会場　です。］

尾
道
地
域

御
調
地
域

因
島
地
域（
高
齢
者
の
み
）

瀬
戸
田
地
域（
高
齢
者
の
み
）

6月1日㈮ 6月４日㈪ 6月５日㈫ 6月６日㈬ 6月７日㈭

因島土生町地区
9 ：30～11：30
土生公民館

美ノ郷町三成地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン三成

木ノ庄西地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン木ノ庄西

原田町小原地区
9 ：30～11：30

いきいきサロン小原

西藤町地区
9 ：30～11：30
福田ふれあい館

高須町地区
13：30～16：00
ＪＡ尾道市高須支店

御調町市地区
9 ：00～16：30

御調保健福祉センター

原田町梶山田地区
13：30～16：00
ＪＡ尾道市原田支店

御調町綾目地区
9 ：30～11：30
綾目公民館

御調町大和地区
13：30～15：30
大和公民館

因島中庄町地区
9 ：30～11：30
中庄公民館

因島外浦町地区
13：30～14：30
いきいきサロン外浦

因島小田浦地区
13：30～14：30
小田浦集会所

美ノ郷町木頃地区
13：30～16：00
藤井川公民館

木ノ庄東地区
13：30～16：00
木ノ庄東分館

御調町今津野地区
9 ：30～11：30
今津野公民館

御調町河内地区
13：30～15：30
河内公民館

因島三庄町地区
9 ：30～11：30
三庄公民館

因島大浜町地区
13：30～14：30
大浜公民館

因島椋浦町地区
13：30～14：00
いきいきサロン椋浦

因島鏡浦町地区
14：30～15：30
いきいきサロン鏡浦

瀬戸田町垂水地区
9 ：00～10：00
垂水垂幸園

瀬戸田町田高根地区
13：30～14：00
田高根なぎさ園

瀬戸田町荻地区
14：30～15：30
荻南風園

瀬戸田町港･福田地区
10：30～11：00
福田たちばな荘

御調町菅野地区
9 ：30～11：30
菅野公民館

御調町上川辺地区
13：30～15：30
上川辺公民館

因島田熊町地区
9 ：30～11：30
田熊公民館

因島西浦地区
13：30～14：30

因島ふれあいセンター

瀬戸田町名荷地区
9 ：00～10：00
名荷公民館

瀬戸田町林地区
10:30～11:30
林公民館

瀬戸田町宮原地区
13：30～14：30
開発総合センター

瀬戸田町御寺地区
13：30～15：00
御寺母子センター

因島原･洲江町地区
13：30～15：30

いきいきサロン東生口

因島重井町地区
13：30～15：30
重井公民館

瀬戸田町瀬戸田・沢地区
9 ：30～11：30
瀬戸田市民会館

瀬戸田町高根地区
13：30～14：30

いきいきサロン高根潮香園

瀬戸田町中野・鹿田原地区
14：45～16：00
中野集会所

【因島・瀬戸田地域の皆さんへ】
　基本的には各町の出張交付先で
受け取ってください。受け取れな
かった人は、瀬戸田地区は 6 月 6
日㈬以降に「瀬戸田支所住民福祉
課」で、因島地区は 6 月 7 日㈭以
降に「因島福祉課」で受け取ってく
ださい。

■問 高齢者福祉課高齢者福祉係
社会福祉課障害福祉係
因島総合支所因島福祉課
御調保健福祉センター

（☎0848-25-7137）
（☎0848-25-7124）
（☎0845-26-6221）
（☎0848-76-2235）

瀬戸田支所住民福祉課　（☎0845-27-2209）
向島支所しまおこし課　（☎0848-44-0111）

高齢者
障害者
各支所
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　尾道市の公立保育所・法人保育園では、園庭開放を
行っています。お子さんと一緒に遊びに来ませんか。

※子育て相談や、子育てをしている人たちとの交流
もできます。　通常開放時間　10：00～11：30

支給額 修業支援手当（月額）

　尾道市の公立保育所・法人保育園では、園庭開放を

子育て支援 保育所（園）であそぼう

日　程 場　所 電話番号 テーマ
５月23日㈬

５月24日㈭

６月13日㈬

６月22日㈮

７月18日㈬

７月19日㈭

７月25日㈬

８月１日㈬

10月12日㈮

10月18日㈭

10月18日㈭

11月 7 日㈬

11月８日㈭

11月13日㈫

長 江 保 育 所

御調中央保育所

めぐみ保育園

向 東 保 育 所

のぞみが丘保育所

御調西保育所

江 奥 保 育 所

友 愛 保 育 園

北久保保育所

みゆき保育所

栗 原 保 育 園

歌島西部保育所

浦崎認定こども園

歌島中央保育所

0848-22-8834

0848-76-0044

0848-76-0401

0848-44-2498

0848-23-6302

0848-76-1980

0848-44-0444

0848-22-8646

0848-37-8635

0848-44-0846

0848-22-2566

0848-44-2359

0848-73-2004

0848-44-1445

みんなであそぼう

みんなであそぼう

みんなであそぼう

みんなであそぼう

水あそびをしよう

水 で あ そ ぼ う

プ ー ル あ そ び

みんなであそぼう

みんなであそぼう

つくってあそぼう

元気いっぱいあそぼう

リースをつくろう

みんなであそぼう

ペタペタグニャグニャ
いいきもち！！

日　程 場　所 電話番号 テーマ
12月５日㈬

１月10日㈭

１月16日㈬

２月15日㈮

吉 和 保 育 園

る り 保 育 所

西 藤 保 育 所

山 波 保 育 園

土 生 保 育 所

田 熊 保 育 所

三庄認定こども園

外 浦 保 育 所

西 浦 保 育 所

大 浜 保 育 所

たちばな保育園

北 保 育 園

大 慈 保 育 園

こざくら保育園

0848-22-5538

0848-37-8776

0848-55-6920

0848-37-5522

0845-22-0967

0845-22-0481

0845-22-0386

0845-24-0218

0845-24-2581

0845-24-0425

0845-27-0410

0845-27-0651

0845-28-0610

0845-27-1788

みんなであそぼう

お店屋さんごっこ

※因島地区（土
生・田熊・外浦・西
浦・大浜・三庄）と
瀬戸田地区（たち
ばな・北・大慈・こ
ざくら）について
は、保育所開所日
に常時受け入れ
ます。いつでも遊
びに来てくださ
い。詳しくは各保
育所（園）にお問
い合わせくださ
い。

お正月遊びを
一緒にしよう

クリスマス
飾りを作ろう

おのみち子育て支援センター

いんのしま子育て支援センター

●一時保育
　保護者が仕事や病気の時、リフレッシュしたい時、市
外からの里帰りの時などに利用できます。
実施保育所
公立：るり保育所（☎0848- 37- 8776）、西藤保育所（☎
0848-55-6920）、浦崎認定こども園（☎0848-73-2004）、
御調中央保育所（☎0848-76-0044）、歌島中央保育所（☎
0848-44-1445）、土生保育所（☎0845-22-0967）、三庄
認定こども園（☎0845-22-0386）

対象　利用日に満 1歳以上で、保育所（園）や幼稚園など
に通っていない未就学児童
利用期間　週 3日、1カ月に14日以内
利用時間　平日 8：30～17：00、土曜日 8：30～12：00
利用料金　 3歳未満児：1日2,000円、3歳以上児：1日1,700円
※社会福祉法人が行う栗原・吉和・友愛・山波保育園につ
いては、直接お問い合わせください。
●休日保育
　保護者が休日に仕事の時、保育所で保育します。

実施保育所　のぞみが丘保育所（☎0848-23-6302）
対象　保護者のいずれもが日中に就労しており、市内の
認可保育所（園）、認可外保育施設に在園している満１
歳以上の児童（定員：1日20人）
利用日時　日・祝日（12月31日～ 1月 3日を除く）7：30～18：00
利用料金　 3歳未満児：1日1,800円、3歳以上児：1日1,500円
※弁当を持参してください。おやつは提供します。12月
29日・30日は、給食提供のため200円増となります。
利用方法　利用希望日の10日前までに登録申請書を、利用
希望日の 5日前までに利用申請書を提出してください。
●病後児保育
　病気の回復期であるが、集団保育をするにはまだ体調
面で不安があり、保護者も仕事が休めない時、利用でき
ます。
※病児・病後児保育は「病児保育室のびのび」（高須町
4773-1 　☎0848-47-4113）で行っています。

実施保育所　のぞみが丘保育所（☎0848-23-6302）
対象　市内の認可保育所（園）、認可外保育施設に在園し
ている児童
利用日時　保育所（園）の開所日　 8：30～17：00
利用料金　所得状況により 1日 0円、500円、1,000円、2,000円
■申■問子育て支援課（☎0848-25-7114）、実施保育所

●母子家庭高等技能訓練促進費事業
　養成機関で修業する場合の訓練促進費を支給します。
支給対象　母子家庭の母で次のすべてに該当する人
　①児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であること
②養成機関において 2 年以上のカリキュラムを修業し､対
　象資格の取得が見込まれること
　③仕事・育児と修業の両立が困難であること
対象資格　看護師（准看護師）、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、保育士［※介護福祉士、保育士は求職者支援制度利用可］

●母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
　就業に結びつく可能性の高い指定教育訓練講座を受講した
場合に、経費の一部を支給します。
支給対象　母子家庭の母で次のすべてに該当する人
　①児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であること
　②雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないこと
　③教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額　本人が支払った費用の20％（上限10万円。4,000円以下
は給付対象外）
※受講前に事前相談が必要です。

■問子育て支援課 （☎0848- 25- 7113）
　因島福祉課 （☎0845- 26- 6210）
　御調支所まちおこし課 （☎0848- 76- 2136）
　向島支所しまおこし課 （☎0848- 44- 0111）
　瀬戸田支所住民福祉課 （☎0845- 27- 2209）
【求職者支援制度について】
■問ハローワーク尾道 （☎0848- 23- 8609）

入学支援修了一時金
　市民税非課税世帯：50,000円、市民税課税世帯：25,000円
支給期間　全修業期間（※現在修業中の場合は申請月から支給）
※平成24年度入学者は上限 3年。申請前に事前相談が必要です。

※所得制限は、平成24年 6 月分（平成24年10月支給）から
適用されます。
支給対象となる子ども
 0 歳から中学校卒業まで（ 0歳から15歳になった後の
最初の３月31日まで）
次回支給日　 6月15日㈮［平成24年 2 ～ 5 月分］
◆ 6月には、現況届があります。
◆次の人は、申請手続きが必要です。
○出生などにより、新たに養育する子どもができた人や
養育する子どもが増えた人
○すでに受給していて、他の市町村から引っ越しをした人
■問子育て支援課児童福祉係（☎0848-25-7113）

4月から子ども手当は
「児童手当」に変わりました

認可保育所（園）での
サービスをご利用ください

支給金額（月額）
所得制限限度額未満 所得制限限度額以上

３歳未満 15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

5,000円※
３歳以上
～小学生

中学生

第1子・第2子

第3子

※これまで受給していた人は、手続きは不要です。

ひとり親家庭の母の資格取得を支援します

平成20年4月以降入学者
（平成23年度までの入学者）

市民税非課税世帯　141,000円
市民税課税世帯　　　70,500円

市民税非課税世帯　100,000円
市民税課税世帯　　　70,500円

平成24年4月以降入学者
（平成24年度までの入学者）

行事名 日　時 定員 申込 内容・対象など

行事名 日　時 定員 申込 内容・対象など

親子であそぼう
～はいはい・ごろごろ・パチパチ・トントン～
みつぎｄｅあそぼう！
～オープンスペース～

向島ｄｅあそぼう！
～ピクニック広場～
作ってあそぼう
～牛乳パックであそぼう～

こどもとママのリフレッシュ

子育て応援相談
～子どものこんなこと気になっていませんか～

月１回、日程は相談のうえ決定
９：30～11：00、11：00～12：30 若干名

若干名

なし

20組

なし

15組

25組

なし

20組

６／７㈭

６／８㈮

６／12㈫

６／15㈮

６／20㈬

６／28㈭

６／29㈮

10：00～11：00

10：00～11：30

10：00～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

月１回、日程は相談のうえ決定
９：30～12：00

子
育
て
支
援
講
座

相
談
栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～

受付中

受付中

受付中

不要

不要

子育ての悩みを一人で抱え込んでいませんか。夫婦・家族間、身
近な人間関係についての相談ができます。（無料・初回優先・原則
３回まで）

日常生活の中でお子さんの様子が気になる家族の相談、あそび
方や関わり方の紹介など

食事（離乳食、授乳含む）についての相談や情報交換。身長、体重
測定もできます。

生活リズムや食事、しつけなどの子育て相談、平均台・トンネル
など遊具を使ってあそぼう。場所：みつぎ子ども図書館「すくす
く」内プレイルーム

おかあさんと触れ合いながら遊びを楽しみ、親子の絆を深めて
みませんか。対象：７カ月～１歳の子とその家族　※電話申込可

見逃してはいけない育児のポイントの話。講師：齋藤理江さん
（東部子ども家庭センター）対象：乳幼児を持つ保護者と家族　
※電話申込可

赤ちゃんの素肌に触れながら、絆を深めてみませんか。対象：概ね
２～６カ月の子と家族など※バスタオル1枚持参、電話申込可

向島ふれあい館（旧向島町人権センター）隣の公園で砂場や遊具
で遊びませんか。 雨天時は室内で身体を動かして遊びます。

牛乳パックを使っての親子あそび。対象：概ね１歳からの子と家
族※材料は持参。詳しくは申込時にお知らせします。電話申込可

赤ちゃんとさわりっこ！
～タッチケア～
子育て支援講座
～こどもの発達で大切にしたいポイント～

６／１
13：30～

６／８
13：30～

６／４
13：30～

６／18
13：30～

気がかり相談

ベビータッチケア

せとだde支援センター

みかんちゃんとリトミック

わくわくふれあい遊び

先着１組

先着10組

なし

先着15組

なし

なし

６／18㈪

６／１㈮

６／６㈬・20㈬

６／12㈫

６／15㈮

６／26㈫

10：00～11：30

10：00～11：30

９：30～11：30

10：00～11：30

10：00～10：30

10：45～11：15

子
育
て
支
援
講
座

相
談 受付中

５／18～

不要

５／29～

不要

不要

未就学の子と保護者。子育て、家庭、自分のことなど何でも相談
できます。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

平成24年１～３月生まれの子と保護者。赤ちゃんマッサージと
育児のお話しをしましょう。

未就学の子と保護者。場所：瀬戸田市民会館多目的ホール

６カ月までの子と保護者・妊婦。講師：吉広朱美さん（助産師）。向
きぐせが気になるなど困っていませんか。あやし方などを聞い
てみましょう。
１歳半までの子と保護者（兄弟等の参加も可）。お友だちも誘って
ね！ 親子でリズム遊びを楽しみましょう。講師：村上清美さん

未就園の子と保護者。親子でふれあえる手遊びなどをしています。

姿勢のきれいな
赤ちゃんに育てよう

            

            

（☎0848－37－2409）月～金曜日（祝日を除く）9：00～12：00、13：00～16：00

（☎0845－22－1545）月～金曜日（祝日を除く）9：00～12：00、13：00～16：00



13広報おのみち・平成24年５月12 広報おのみち・平成24年５月

　尾道市の公立保育所・法人保育園では、園庭開放を
行っています。お子さんと一緒に遊びに来ませんか。

※子育て相談や、子育てをしている人たちとの交流
もできます。　通常開放時間　10：00～11：30

支給額 修業支援手当（月額）

　尾道市の公立保育所・法人保育園では、園庭開放を

子育て支援 保育所（園）であそぼう

日　程 場　所 電話番号 テーマ
５月23日㈬

５月24日㈭

６月13日㈬

６月22日㈮

７月18日㈬

７月19日㈭

７月25日㈬

８月１日㈬

10月12日㈮

10月18日㈭

10月18日㈭

11月 7 日㈬

11月８日㈭

11月13日㈫

長 江 保 育 所

御調中央保育所

めぐみ保育園

向 東 保 育 所

のぞみが丘保育所

御調西保育所

江 奥 保 育 所

友 愛 保 育 園

北久保保育所

みゆき保育所

栗 原 保 育 園

歌島西部保育所

浦崎認定こども園

歌島中央保育所

0848-22-8834

0848-76-0044

0848-76-0401

0848-44-2498

0848-23-6302

0848-76-1980

0848-44-0444

0848-22-8646

0848-37-8635

0848-44-0846

0848-22-2566

0848-44-2359

0848-73-2004

0848-44-1445

みんなであそぼう

みんなであそぼう

みんなであそぼう

みんなであそぼう

水あそびをしよう

水 で あ そ ぼ う

プ ー ル あ そ び

みんなであそぼう

みんなであそぼう

つくってあそぼう

元気いっぱいあそぼう

リースをつくろう

みんなであそぼう

ペタペタグニャグニャ
いいきもち！！

日　程 場　所 電話番号 テーマ
12月５日㈬

１月10日㈭

１月16日㈬

２月15日㈮

吉 和 保 育 園

る り 保 育 所

西 藤 保 育 所

山 波 保 育 園

土 生 保 育 所

田 熊 保 育 所

三庄認定こども園

外 浦 保 育 所

西 浦 保 育 所

大 浜 保 育 所

たちばな保育園

北 保 育 園

大 慈 保 育 園

こざくら保育園

0848-22-5538

0848-37-8776

0848-55-6920

0848-37-5522

0845-22-0967

0845-22-0481

0845-22-0386

0845-24-0218

0845-24-2581

0845-24-0425

0845-27-0410

0845-27-0651

0845-28-0610

0845-27-1788

みんなであそぼう

お店屋さんごっこ

※因島地区（土
生・田熊・外浦・西
浦・大浜・三庄）と
瀬戸田地区（たち
ばな・北・大慈・こ
ざくら）について
は、保育所開所日
に常時受け入れ
ます。いつでも遊
びに来てくださ
い。詳しくは各保
育所（園）にお問
い合わせくださ
い。

お正月遊びを
一緒にしよう

クリスマス
飾りを作ろう

おのみち子育て支援センター

いんのしま子育て支援センター

●一時保育
　保護者が仕事や病気の時、リフレッシュしたい時、市
外からの里帰りの時などに利用できます。
実施保育所
公立：るり保育所（☎0848- 37- 8776）、西藤保育所（☎
0848-55-6920）、浦崎認定こども園（☎0848-73-2004）、
御調中央保育所（☎0848-76-0044）、歌島中央保育所（☎
0848-44-1445）、土生保育所（☎0845-22-0967）、三庄
認定こども園（☎0845-22-0386）

対象　利用日に満 1歳以上で、保育所（園）や幼稚園など
に通っていない未就学児童
利用期間　週 3日、1カ月に14日以内
利用時間　平日 8：30～17：00、土曜日 8：30～12：00
利用料金　 3歳未満児：1日2,000円、3歳以上児：1日1,700円
※社会福祉法人が行う栗原・吉和・友愛・山波保育園につ
いては、直接お問い合わせください。
●休日保育
　保護者が休日に仕事の時、保育所で保育します。

実施保育所　のぞみが丘保育所（☎0848-23-6302）
対象　保護者のいずれもが日中に就労しており、市内の
認可保育所（園）、認可外保育施設に在園している満１
歳以上の児童（定員：1日20人）
利用日時　日・祝日（12月31日～ 1月 3日を除く）7：30～18：00
利用料金　 3歳未満児：1日1,800円、3歳以上児：1日1,500円
※弁当を持参してください。おやつは提供します。12月
29日・30日は、給食提供のため200円増となります。
利用方法　利用希望日の10日前までに登録申請書を、利用
希望日の 5日前までに利用申請書を提出してください。
●病後児保育
　病気の回復期であるが、集団保育をするにはまだ体調
面で不安があり、保護者も仕事が休めない時、利用でき
ます。
※病児・病後児保育は「病児保育室のびのび」（高須町
4773-1 　☎0848-47-4113）で行っています。

実施保育所　のぞみが丘保育所（☎0848-23-6302）
対象　市内の認可保育所（園）、認可外保育施設に在園し
ている児童
利用日時　保育所（園）の開所日　 8：30～17：00
利用料金　所得状況により 1日 0円、500円、1,000円、2,000円
■申■問子育て支援課（☎0848-25-7114）、実施保育所

●母子家庭高等技能訓練促進費事業
　養成機関で修業する場合の訓練促進費を支給します。
支給対象　母子家庭の母で次のすべてに該当する人
　①児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であること
②養成機関において 2 年以上のカリキュラムを修業し､対
　象資格の取得が見込まれること
　③仕事・育児と修業の両立が困難であること
対象資格　看護師（准看護師）、理学療法士、作業療法士、介護福
祉士、保育士［※介護福祉士、保育士は求職者支援制度利用可］

●母子家庭自立支援教育訓練給付金事業
　就業に結びつく可能性の高い指定教育訓練講座を受講した
場合に、経費の一部を支給します。
支給対象　母子家庭の母で次のすべてに該当する人
　①児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であること
　②雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないこと
　③教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
対象講座　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
支給額　本人が支払った費用の20％（上限10万円。4,000円以下
は給付対象外）
※受講前に事前相談が必要です。

■問子育て支援課 （☎0848- 25- 7113）
　因島福祉課 （☎0845- 26- 6210）
　御調支所まちおこし課 （☎0848- 76- 2136）
　向島支所しまおこし課 （☎0848- 44- 0111）
　瀬戸田支所住民福祉課 （☎0845- 27- 2209）
【求職者支援制度について】
■問ハローワーク尾道 （☎0848- 23- 8609）

入学支援修了一時金
　市民税非課税世帯：50,000円、市民税課税世帯：25,000円
支給期間　全修業期間（※現在修業中の場合は申請月から支給）
※平成24年度入学者は上限 3年。申請前に事前相談が必要です。

※所得制限は、平成24年 6 月分（平成24年10月支給）から
適用されます。
支給対象となる子ども
 0 歳から中学校卒業まで（ 0歳から15歳になった後の
最初の３月31日まで）
次回支給日　 6月15日㈮［平成24年 2 ～ 5 月分］
◆ 6月には、現況届があります。
◆次の人は、申請手続きが必要です。
○出生などにより、新たに養育する子どもができた人や
養育する子どもが増えた人
○すでに受給していて、他の市町村から引っ越しをした人
■問子育て支援課児童福祉係（☎0848-25-7113）

4月から子ども手当は
「児童手当」に変わりました

認可保育所（園）での
サービスをご利用ください

支給金額（月額）
所得制限限度額未満 所得制限限度額以上

３歳未満 15,000円

10,000円

15,000円

10,000円

5,000円※
３歳以上
～小学生

中学生

第1子・第2子

第3子

※これまで受給していた人は、手続きは不要です。

ひとり親家庭の母の資格取得を支援します

平成20年4月以降入学者
（平成23年度までの入学者）

市民税非課税世帯　141,000円
市民税課税世帯　　　70,500円

市民税非課税世帯　100,000円
市民税課税世帯　　　70,500円

平成24年4月以降入学者
（平成24年度までの入学者）

行事名 日　時 定員 申込 内容・対象など

行事名 日　時 定員 申込 内容・対象など

親子であそぼう
～はいはい・ごろごろ・パチパチ・トントン～
みつぎｄｅあそぼう！
～オープンスペース～

向島ｄｅあそぼう！
～ピクニック広場～
作ってあそぼう
～牛乳パックであそぼう～

こどもとママのリフレッシュ

子育て応援相談
～子どものこんなこと気になっていませんか～

月１回、日程は相談のうえ決定
９：30～11：00、11：00～12：30 若干名

若干名

なし

20組

なし

15組

25組

なし

20組

６／７㈭

６／８㈮

６／12㈫

６／15㈮

６／20㈬

６／28㈭

６／29㈮

10：00～11：00

10：00～11：30

10：00～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

月１回、日程は相談のうえ決定
９：30～12：00

子
育
て
支
援
講
座

相
談
栄養相談
～栄養士さんにきいてみよう～

受付中

受付中

受付中

不要

不要

子育ての悩みを一人で抱え込んでいませんか。夫婦・家族間、身
近な人間関係についての相談ができます。（無料・初回優先・原則
３回まで）

日常生活の中でお子さんの様子が気になる家族の相談、あそび
方や関わり方の紹介など

食事（離乳食、授乳含む）についての相談や情報交換。身長、体重
測定もできます。

生活リズムや食事、しつけなどの子育て相談、平均台・トンネル
など遊具を使ってあそぼう。場所：みつぎ子ども図書館「すくす
く」内プレイルーム

おかあさんと触れ合いながら遊びを楽しみ、親子の絆を深めて
みませんか。対象：７カ月～１歳の子とその家族　※電話申込可

見逃してはいけない育児のポイントの話。講師：齋藤理江さん
（東部子ども家庭センター）対象：乳幼児を持つ保護者と家族　
※電話申込可

赤ちゃんの素肌に触れながら、絆を深めてみませんか。対象：概ね
２～６カ月の子と家族など※バスタオル1枚持参、電話申込可

向島ふれあい館（旧向島町人権センター）隣の公園で砂場や遊具
で遊びませんか。 雨天時は室内で身体を動かして遊びます。

牛乳パックを使っての親子あそび。対象：概ね１歳からの子と家
族※材料は持参。詳しくは申込時にお知らせします。電話申込可

赤ちゃんとさわりっこ！
～タッチケア～
子育て支援講座
～こどもの発達で大切にしたいポイント～

６／１
13：30～

６／８
13：30～

６／４
13：30～

６／18
13：30～

気がかり相談

ベビータッチケア

せとだde支援センター

みかんちゃんとリトミック

わくわくふれあい遊び

先着１組

先着10組

なし

先着15組

なし

なし

６／18㈪

６／１㈮

６／６㈬・20㈬

６／12㈫

６／15㈮

６／26㈫

10：00～11：30

10：00～11：30

９：30～11：30

10：00～11：30

10：00～10：30

10：45～11：15

子
育
て
支
援
講
座

相
談 受付中

５／18～

不要

５／29～

不要

不要

未就学の子と保護者。子育て、家庭、自分のことなど何でも相談
できます。相談員：遠藤優子さん（臨床心理士）

平成24年１～３月生まれの子と保護者。赤ちゃんマッサージと
育児のお話しをしましょう。

未就学の子と保護者。場所：瀬戸田市民会館多目的ホール

６カ月までの子と保護者・妊婦。講師：吉広朱美さん（助産師）。向
きぐせが気になるなど困っていませんか。あやし方などを聞い
てみましょう。
１歳半までの子と保護者（兄弟等の参加も可）。お友だちも誘って
ね！ 親子でリズム遊びを楽しみましょう。講師：村上清美さん

未就園の子と保護者。親子でふれあえる手遊びなどをしています。

姿勢のきれいな
赤ちゃんに育てよう

            

            

（☎0848－37－2409）月～金曜日（祝日を除く）9：00～12：00、13：00～16：00

（☎0845－22－1545）月～金曜日（祝日を除く）9：00～12：00、13：00～16：00


